
あべてつみ （ 阿部哲己 ） の経歴・資格等

昭和２８年 ３月 誕生 (福岡市出身)

昭和４１年 ７月 父死去 母子家庭で育つ

昭和５０年 ３月 福岡大学工学部電気工学科卒業

昭和５０年 ４月 九州電力株式会社入社

平成２０年 ６月 長島ウインドヒル株式会社監査役

平成２２年 ３月 九州電力株式会社退職

長島ウインドヒル株式会社監査役辞任

えびの市に移住

平成２３年 ５月 母死去

平成２５年１０月 宮崎家庭裁判所都城支部家事調停委員

（平成２９年３月辞任）

平成２６年 ４月 都城工業高等専門学校 非常勤講師

［社会貢献等］

平成 ８年１０月 自殺予防が目的の電話相談ボランティア

（現在も月１回、福岡で活動中）

平成２６年 ２月 えびの市観光審議会委員（任期２年）

平成２７年 ７月 えびの市まち・ひと・しごと創生推進

会議委員 （～平成２９年３月）

平成２７年 ８月 えびの市介護保険運営協議会委員

（任期３年）

平成２７年１１月 ２７年度えびの市事務事業外部評価

平成３０年 ４月 下島内自治会 副会長

平成３０年 ４月 真幸まちづくり協議会 事務局(会計)

平成３０年 ６月 えびの市政策検証委員会委員

平成３０年 ８月 ３０年度えびの市行政評価における

外部評価員

平成３０年１０月 えびの市行政改革推進委員会委員

（～平成３２年１０月）

［資格・技能等］

平成 ５年 ７月 第１種電気主任技術者

平成１６年１０月 第１種衛生管理者

平成２０年１１月 内部監査士

平成３０年１２月 全国手話検定試験４級・５級

〒８８９－４１５２

えびの市大字島内１１７２番地１５

代表 あべてつみ（阿部哲己）

電話（ＦＡＸ） ０９８４－４８－００４４

ホームページ http://www.abetetsumi.com

フェイスブックページ

https://www.facebook.com/abekouenkai/

－４－

あべてつみ後援会

(フェイスブックを利用されていない方もご覧出来ます)

あべてつみ後援会規約

第１条 本会は「あべてつみ後援会」と称し、
事務所をえびの市に置く。

第２条 本会は、阿部哲己の政治活動を支援する

ことにより、えびの市の人口回復をはかる
ことを目的とする。

第３条 本会は、次の事業を行う。

１ 政治、経済、文化等各分野の調査研究
２ 機関紙の発行等広報活動
３ 講演会、研究会、座談会等の開催

４ その他、本会の目的達成のために必要な事業
第４条 本会の会員は、この会の目的に賛同する

個人及び各種団体（含む法人）とする。

第５条 本会に、次の役員を置く。
１ 代表 １名
２ 副代表 １名

３ 会計 １名
第６条 代表は会務を統括し、この会を代表する。

２ 副代表は、代表に事故あるときはその職務を

代行する。
３ 会計は、本会の会計業務を行う。

第７条 会議は、総会及び役員会とし、代表が

これを召集する。
第８条 本会の経費は、寄付金等をもってこれに

あてる。

第９条 本会の会計年度は、毎年１月１日に始まり、
１２月３１日までとする。

第１０条 この規約は、平成２９年４月２日から

実施する。

※ 私のパンフレット題名を「あべてつみ後援会へのお誘い」から、

「こんにちは！阿部哲己です」に変更しましたが、号数は通し番号

とさせていただいています。

「絶対に逃げない」という信念を貫いた横綱稀勢の里

第７２代横綱稀勢の里が２０１９年１月１６日に引退を表明

しました。引退会見で、１７年間の土俵生活で貫いた信念を

問われた稀勢の里関は、「絶対に逃げない。その気持ちです」と

答えたそうです。中学の卒業文集で、「努力で天才に勝ちます」

と誓ったとおりに努力を続け、２０１７年の左大胸筋負傷から

の復活を目指した稀勢の里関に対し、八角理事長は「２年間、

一生の中で一番努力した」とたたえられたそうです。

立会いの変化などをせず、正面からぶつかり続けた稀勢の里

関の愚直ともいえる相撲を、多くの人が好きだったと思います。

親方としての今後の活躍を楽しみにしたいと思います。
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「てっちゃんの紙しばい」と⼿話の勉強
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２０１８年１２月１２日に、 法の一部を改正する法 が されました。

改正の 要は

１ 関 者の 務の明 化

２ 広 の推進

３ な 管理の推進

４ の推進

５ 指定 置工事事業者 度の改

の５つですが、私が気になる イントは、「４ の推進」です。

これは、自治体が 施 を所 したまま、 に関する運営 を 間事業者に する「 ン

ッ ン方式」の 入を推進することで、 間の経営 ウ ウを り入れて スト を すと

いう 明になっています。 間事業者は運営 を 入することで、自治体の条 の 内で

金を 定できるようになります。

この ン ッ ン方式は、 主 政 代の２０１１年３月に 議 定された Ｆ 法改正

に り まれていたもので、 Ｆ 法改正(平成３０年)及び今回の 法改正により、 事業へ

の ン ッ ン方式 入が推進されようとしています。

さて、えびの市の 事業について えた 、私は ン ッ ン方式の 入には 対です。

まず、「 間 業に任せれ ストが下がる」という 話を期 すべきではないと えます。

営であれ 営であれ、 化が進んでいる 施 の 持及び を的 に行うためには、

一定の費 がかかることは むをえないことです。 スト の に、 検 を しする

ことは、施 の所 を持つ自治体の の スト につながります。

また、「日本が られる」( )によれ 、２０００年から２０１５年の間に、

３７ 国２３５の都市で、一度 営化した 事業を び 営に しているそうです。 営化

後の 金は、 ーストラ アが４年で２ 、フランスは２４年で２ ７ 、イ スは２５年

で３ に えました。ア では、全 の 事業の２４ が 営化されたようですが、ジ ー

ジア州アトラン 市では、 管から が出る、 口から い が出るなどの が多発し

５年後には市営に すことを 定し、 業に った 事業の株式を い す に 大な費 が

かかったとのこと。また、イン ィア 州では、 業と んだ 約期間が１０年 っていたため

多 の 約金を支 わされたとのこと。 営化になった でも、 業 には を生 ない

ようになっています。

また、えびの市で ン ッ ン方式を 入しある 度の年数が経 した 、市役所内に

の実 を できる専門家がいなくなる があり、そうなれ 、 の 営化に そうと

しても対 できなくなる れがあります。

えびの市の 金(月 )が全国でどれくらいのレ ルにあるのかを「生活 イド 」で

調べてみました。口 ２０ で ２０ ３の月 で、えびの市は３２０７ 。ここに

されている全国１０３９ 所中、５４０ と 真ん中あたりになっています。

－２－

また、 社団法人 日本 協会発行の「 金表」

(平成３０年４月１日現在)によると、 ２０ ３の

金は全国平 で３２４３ ９ となっており、えびの市は

全国平 より 価になっています。

人口 が進む中で、 の 持・ を行いながら、

金を 価で 持することには もあると思います。

これからも スト に努めながらえびの市の をしっか

りと り続けていただくよう期 しています。
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